[bookmark: _bzkhqfp3cmu2]労務顧問契約書（社会保険労務士）

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●社会保険労務士事務所（以下「乙」という。）は、労務顧問業務の提供に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _y76632qyhszd]第1条（目的）
本契約は、乙が甲に対し、労務管理に関する助言・指導及び関連業務を提供することにより、甲の適正な労務管理体制の構築及び維持を図ることを目的とする。

[bookmark: _1u5rdv7cnl36]第2条（業務内容）
1　乙は、甲に対し、次の各号に掲げる業務（以下「本業務」という。）を提供する。
① 労働法令に関する相談対応
② 就業規則及び社内規程に関する助言
③ 労務トラブルに関する初期対応及び助言
④ 労働保険・社会保険に関する一般的相談
⑤ その他、甲乙協議の上定める業務
2　前項の業務には、次の各号に掲げる業務は含まれない。
① 各種申請書の作成及び提出代行
② 労働基準監督署等への対応代理
③ 訴訟対応及び紛争代理行為
④ その他、別途契約が必要となる業務

[bookmark: _d6tu2akaz3gw]第3条（業務の実施方法）
1　乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行する。
2　本業務は、電話、電子メール、オンライン会議その他合理的な方法により実施する。
3　乙は必要に応じて甲の事業所を訪問することができる。

[bookmark: _n8vq7mj3qy3i]第4条（報酬及び支払方法）
1　甲は乙に対し、本業務の対価として月額●●円（消費税別）を支払う。
2　支払期日は毎月末日締め翌月末日払いとする。
3　振込手数料は甲の負担とする。

[bookmark: _948wg9i2z8r3]第5条（追加業務）
本契約に含まれない業務を実施する場合、甲乙協議の上、別途契約又は個別合意により報酬及び条件を定める。

[bookmark: _jbdtnsen568p]第6条（資料提供義務）
1　甲は、本業務の遂行に必要な資料及び情報を適時かつ正確に乙へ提供する。
2　甲が虚偽又は不正確な情報を提供したことにより生じた不利益について、乙は責任を負わない。

[bookmark: _wkudxpiatqik]第7条（秘密保持）
1　甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の情報を第三者に開示してはならない。
2　本条の義務は、本契約終了後も存続する。

[bookmark: _yr7gijpxljd4]第8条（個人情報の取扱い）
乙は、本業務の遂行にあたり知り得た個人情報について、法令を遵守し適切に管理する。

[bookmark: _k1dxbaenl73v]第9条（再委託）
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、甲の事前承諾を得るものとする。

[bookmark: _m1s2mkhbry69]第10条（責任の範囲）
1　乙は、本業務に関し、故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任を負わない。
2　乙の責任が認められる場合でも、その賠償額は直近6か月分の顧問料を上限とする。

[bookmark: _bzwxpc8zlfwc]第11条（契約期間）
1　本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2　期間満了の1か月前までに書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

[bookmark: _kxozstyzwwp0]第12条（中途解約）
甲又は乙は、1か月前の書面通知により本契約を解約することができる。

[bookmark: _tzdtgbdgwx2c]第13条（契約解除）
甲又は乙は、相手方が次の各号に該当した場合、催告なく本契約を解除できる。
① 本契約に違反し、是正しない場合
② 支払停止又は信用不安が生じた場合
③ 法令違反又は反社会的勢力との関与が判明した場合

[bookmark: _ysil3b2yr9ws]第14条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを保証する。

[bookmark: _o107ysnbnyld]第15条（不可抗力）
天災地変その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、当事者は責任を負わない。

[bookmark: _hj49glaylez5]第16条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _uqupc89mtwbh]第17条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _jjrsucqm4pal]第18条（契約書の作成）
本契約書は2通作成し、甲乙各自署名押印のうえ各1通を保有する。
[bookmark: _crw4u5ku7ocu]
●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●社会保険労務士事務所
住所：
代表者名：

